
 

 

 
 

 

 
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
中
止
を
求
め
る
緊
急
署
名 

コ
ロ
ナ
禍
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
が
加
わ
り
、
燃
油
を
は
じ
め
生
活

必
需
品
や
営
業
の
資
材
の
物
価
が
高
騰
し
て
い
ま
す
。
岸
田
政
権
は

生
活
が
切
迫
す
る
国
民
生
活
へ
ま
と
も
に
支
援
を
す
る
つ
も
り
が
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。
高
齢
者
が
受
け
取
る
年
金
は
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ

イ
ド
で
物
価
が
高
騰
す
る
な
か
で
も
現
役
世
代
の
所
得
が
減
少
し
て

い
る
と
し
て
、
支
給
額
を
0.4
％
削
減
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
代
わ
り

に
出
て
き
た
の
が
5
千
円
の
少
額
給
付
で
す
。
ど
う
見
て
も
参
院
選

前
に
税
金
を
使
っ
た
選
挙
買
収
だ
と
世
論
か
ら
批
判
が
上
が
っ
て
い

ま
す
。
い
ま
本
当
に
必
要
な
の
は
生
活
の
急
変
に
苦
し
む
す
べ
て
の

人
に
恩
恵
が
あ
る
消
費
税
減
税
こ
そ
最
も
効
果
の
あ
る
生
活
支
援
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

加
え
て
私
た
ち
中
小
業
者
の
目
下
の
課
題
は
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で

す
。
消
費
税
が
複
数
税
率
に
な
っ
て
3
年
に
な
り
ま
す
が
、
い
ま
の

帳
簿
方
式
で
も
消
費
税
制
度
に
支
障
は
き
た
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の

制
度
は
欧
州
並
み
の
税
率
ま
で
増
税
す
る
た
め
の
布
石
で
す
。
こ
の

ま
ま
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
導
入
さ
れ
れ
ば
免
税
事
業
者
も
消
費
税
の

申
告
・
納
税
が
迫
ら
れ
る
と
と
も
に
、
い
ま
の
課
税
事
業
者
も
事
務

負
担
が
増
大
し
ま
す
。
ま
ず
は
こ
の
制
度
を
止
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。 

民
商
・
全
商
連
は
イ
ン
ボ
イ
ス
中
止
の
緊
急
署
名
を
始
め
ま
し
た
。

会
費
や
新
聞
代
の
集
金
の
際
に
署
名
を
集
め
ま
す
。
今
回
の
新
聞
に

折
り
込
ん
で
い
ま
す
の
で
10
日
ま
で
に
5
名
分
を
集
め
て
く
だ
さ
い
。

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

 

消
費
税
廃
止
吹
田
連
絡
会
の
定
例
宣
伝
行
動 

3
月
24
日
の
夕
方
に
Ｊ
Ｒ

吹
田
駅
北
口
で
行
い
ま
し
た
。

民
商
、
新
日
本
婦
人
の
会
、
消

費
税
を
な
く
す
会
の
3
団
体

が
参
加
し
ま
し
た
。
駅
前
を
通

行
す
る
人
に
プ
ラ
カ
ー
ド
、
ビ

ラ
配
布
、
ハ
ン
ド
マ
イ
ク
で
消

費
税
減
税
を
訴
え
ま
し
た
。 

 

伝
言
板 

事
業
復
活
支
援
金
申
請
会 

4
月
5
日
（
火
）
14
時
00
分
・
4
月
8
日
（
金
）
19
時
00
分 

4
月
18
日
（
月
）
14
時
00
分
・
4
月
21
日
（
木
）
19
時
00
分 

会
場 

民
商
会
館 

ア
カ
ウ
ン
ト
の
取
得
、
事
前
確
認
の
手
続
き
の
説
明
や
申
請
の
補

助
を
行
い
ま
す
。
申
請
期
限
は
5
月
31
日
ま
で
で
す
。
事
前
確
認

と
そ
の
書
類
準
備
に
も
手
間
が
か
か
る
た
め
余
裕
を
持
っ
た
準
備
が

必
要
で
す
。
申
請
を
検
討
し
て
い
る
方
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 

大
商
連
青
年
部
協
議
会
主
催
Ｓ
Ｎ
Ｓ
活
用 

学
習
会 

4
月
5
日
（
火
） 

20
時
00
分 

会
場 

大
商
連
会
館
3
Ｆ
（
大
阪
市
中
央
区
玉
造
2—

28-

4
） 

講
師 

牧
田 

耕
一
さ
ん
（
株
式
会
社
ま
こ
ろ
企
画
・
堺
東
民
商
） 

  無
料
法
律
相
談 

4
月
21
日
（
木
）
13
時
00
分 

民
商
会
館 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所
の
無
料
出
張
相
談
で
す
。
ご
相
談
を
希
望

す
る
方
は
事
前
に
民
商
ま
で
予
約
の
連
絡
を
く
だ
さ
い
。 

 

府
営
住
宅
の
申
し
込
み 

4
月
1
日
（
金
）
～
15
日
（
金
） 

申
込
書
は
民
商
事
務
所
に
あ
り
ま
す
。 

 

飲
食
店
等
営
業
時
間
短
縮
協
力
金 

3
月
7
日
以
降
要
請
分
の
第
11
期
の
申
請
が
始
ま
り
ま
す
。
郵

送
で
申
請
さ
れ
る
方
は
民
商
で
申
請
書
を
印
刷
し
ま
す
の
で
来
所
く

だ
さ
い
。 

第
10
期 

〈
1
月
27
日
（
木
）
～
3
月
6
日
（
日
）
39
日
間
〉 

（
申
請
期
間
）
3
月
1
日
（
火
）
～
4
月
18
日
（
月
） 

 
 

第
11
期 

〈
3
月
7
日
（
月
）
～
3
月
21
日
（
月
）
15
日
間
〉 

（
申
請
期
間
）
3
月
31
日
（
木
）
～
5
月
18
日
（
水
） 

 

市
報
す
い
た
4
月
号
よ
り 

入
札
参
加
資
格
の
認
定 

新
規
申
請
と
入
札
参
加
希
望
業
種
の
追
加
申
請
が
始
ま
り
ま
す
。
対

象
者
は
市
内
に
本
店
か
支
店
が
あ
り
、
物
品
購
入
な
ど
の
各
種
契
約
、

建
設
工
事
、
設
計
な
ど
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
を
行
う
事
業
者
で

す
。
申
請
は
4
月
1
日
（
金
）
～
4
月
15
日
（
金
）
に
所
定
の
用

紙
を
契
約
検
査
室
（
電
話06‐

6384
‐
1475

）
へ 

 

私
道
の
舗
装
工
事
を
助
成 

公
道
か
公
道
に
準
ず
る
道
路
に
つ
な
が
り
、
沿
道
の
利
用
者
が
5
世

帯
以
上
な
ど
の
一
定
の
条
件
を
満
た
す
私
道
の
舗
装
工
事
費
の
4

分
の
3
（
上
限
50
万
円
）
が
助
成
さ
れ
ま
す
。
申
請
は
道
路
室
（
佐

竹
台
1
丁
目 

電
話06-6872-6114

） 

 


